
1

警喩者の和合見説に関連する
　　　　いくつかの仮説批判

権 五 民

1．緒言

　伝統的に讐喩者（Darstantika）の和合見説は、『倶舎論』上における“眼・色に依拠して

眼識が生起する”という経説を通じて、認識主体（見者、dr§tr）についての論議自体の無意

味さを指摘し、根見と識見の両者すべてを批判する経量部（Sautrantika）説（以下‘〈感官

／対象／識＝無作用〉学説’：AKBh．v．1－42）の先駆であると理解されてきた。しかるに近年、

原田和宗氏とR．Kritzer氏によって『倶舎論」における「経量部」という語は、喩伽行派の

学説を明らかに示すために設定された架空の名称、あるいは楡伽行派での信心が反映されたも

のであるという仮説が提示された　。これに従う限り両説は、どのような形であれ区別され

なくてはならない。

　原田和宗氏［1997．pp．22－43］は、　T．新訳『婆沙論」では〈和合見〉説を〈和合（総体）〉の

構成要素を明示しないままで讐喩者に帰属させているが、法救の「五事毘婆沙」と『雑心論』

では、〈心・心所の和合〉（citta－caittanam　samagri）であると言うので、警喩者の〈心・心

所次第生起＝非別体〉説と区別しなければならない（p．25）、②讐喩者の学説を基調とするハ

リヴァルマン（Harivarman）は、〈眼識見〉（cakSur－vijfianam　1〕aSyati）説（『婆沙論」にお

ける法救説）を主張し、上座シュリーラータ（Sthavira／SrilAta）は〈一眼見〉（ekam　cakSub

pagyati）説（『婆沙論」における損子部説）を二主張したので、〈和合見〉説はその後、いかな

る讐喩者にも継承されることなく無視された（p．24）、③衆賢（Sahghabhadra）は、『倶舎論』

上の経量部の当該学説をやはり「讐喩部師」の説として伝えたが、これをく和合見〉説と結び

つけはしなかったが、ディーパカーラ（Dipakara）は、無理に〈和合見〉説と結びつけた

（註46④参照）という理由で、〈和合見〉説を［実体なく諸論を］さまよう「謎めいた特異な学

説」として規定する反面、経量部の〈感官／対象／識＝無作用〉学説が「勝義空性経」に対す

る「楡伽論』「摂事分」の因果論的解釈（P．　Hi　p．282b、1．1－p．283a，1．5　：　T．30　p．826b，　L5－p．826

c．L6）と、「摂決択分」における〈根見vs．識見〉論争に対する論評（P．　Zi　p．83a、1．6－p．83b、

1．3；T．30p．610a，〃．19－27）に由来しているということは、疑う余地がないと言う　（pp．33－

43）、との見解を示した。

　R．Kritzer［2003，　pp．332－335；2008、　pp．117－120］も同様に、経量部説は『楡伽論」「摂決
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択分」での論評と密接な関連があるが、ハリヴァルマンの〈識見〉説とはまったく違うとした。

つまり認識主体についての讐喩者の立場は、「アビダルマディーパ』（ADV．　p．31，1L1－3：註

47）や讐喩者と密接な関連がある法救とハリヴァルマンを通して見ると〈識見〉説として見ら

れるため、『倶舎論」での経量部の〈感官／対象／識＝無作用〉学説とは区別されるというこ

とである。さらにR．Kritzer氏は、「婆沙論』での讐喩者の〈和合見〉説は、さらに違う形態

の学説として、『婆沙論」での法救説と警喩者説（つまり〈識見〉説と〈和合見〉説）は、讐

喩者の立場の二つの別のタイプの例である可能性があると解明している。

　これに従えば、〈和合見〉説は〈心・心所相応倶起＝別体〉説を前提としなければならない

ことになるが、実際のところ讐喩者は〈心・心所次第生起＝非別体〉説を主張する。さらに、

警喩者の大立て者であるハリヴァルマンとシュリーラータは、それぞれ〈識見〉説と〈一眼

見〉説を主張し、「アビダルマディーパ』では讐喩者の立場を〈識見〉説として伝えている。

これらのことから、『婆沙論』での讐喩者の〈和合見〉説は「実質を伴わない虚構の伝承」と

して、経量部の〈感官／対象／識＝無作用〉学説とは明白に区別されるとみるべきであるとい

うのである。

　しかし筆者は、「倶舎論』で経量部の説として伝えられ、『順正理論』（T．29p．367b，1．　24　－p．

367c，／．1）において讐喩部師の説として伝えられた〈感官／対象．／識＝無作用〉学説は、「［仏

所説コ経を知識の根拠と見なす」という聖教観に立脚し、「経量部」を自称する上座シュリー

ラータ系統の一類の讐喩者（eklyas　Dars垣ntika）たちの見解であると考える：。何故なら

ば、「本無今有　有巳還無」の「刹那の実法」を宗義と見なす上座宗（註40；31）の〈和合見〉

説（＝〈感官／対象／識＝無作用〉学説）は、〈心・心所別体／相応倶起〉説を前提としない

し　、ハリヴァルマンは根本立場（第一義諦）を諸法皆空とするだけでなく、彼もやはり有

部のように法性（dharmata）中心の仏説観にしたがって〈阿毘達磨＝仏説〉論を主張するの

で（註2）少なくとも上座系統の讐喩者ではない㌔さらに、上座シュリーラータの〈一眼

見〉説は認識主体についての論議ではないからである。また『アビダルマディーパ」では讐喩

者を識見家と説くということがないだけではなく、そこでの一連の論説　　「識が見るもので

なければ、警喩者の宗義は破棄されなければならない」という第四十四頒の導入文、眼などの

〈和合見〉説、眼・色（因）と眼識（果）との〈異時因果〉説、倶舎論主世親説（註46）

もすべて同一の主題の論説、たとえば〈心・心所異時継起〉説と、これに従う認識理論（有形

相知識論；sakarajfifina－vada）と関連する論説として「順正理論』に引用される上座シュリー

ラータ（あるいは讐喩者）の主張や、これに対する衆賢の批判の中ですべて確認することがで

きる。

　これにしたがって本稿では、「経量部＝楡伽行派」の主張者たちが警喩者の〈和合見〉説と

経量部の〈感官／対象／識＝無作用〉学説を区別しながら提示したいくつかの仮説　　（1）
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世親（＝経量部）は〈相応倶起〉説を主張した。（2）経量部の本無今有論の背景は『喩伽論」

である。（3）上座は〈和合見〉説ではなく＜一眼見〉説を主張した。（4）警喩者は〈眼識

見〉説を主張した。　　を衆賢の「順正理論』を根拠として批判的に検討してみたい。

2．世親（＝経量部）は〈相応倶起〉説を支持したのか

　原田和宗氏［1997，pp．43－59］は、『順正理論」で引用される上座シュリーラータの学説（註

43）にしたがって、認識主体についての彼の立場を檀子部と同じ〈一眼見〉説として規定した。

さらに、上座が「婆沙論」で讐喩者の立場で伝えた〈和合見〉説を無視した理由として、彼が、

根・境・識・受・想・思の因果異時を主張したという事実と、反対に世親（＝経量部）と『喩

伽論」は有部と同様に、因果同時、言い換えるならば〈心・心所相応倶起〉説を主張したとい

う事実を仔細に確認している。すなわち『倶舎論』上に引用された経量部の〈感官／対象／識＝

無作用〉学説は因果同時に基づく学説であるということである。

　　「XがあればYがある／Xが生じるがゆえにYが生じる」と定式化されるような，因果関

　　係は，しかし，無明から死に至る十二支の縁起系列にのみあてはまるのではあるまい。感

　　官（根）／対象（境）／識の間にも適合しうる。「倶舎論」「界品」における経量部の記述中

　　の「眼と諸色とに依存して眼識が生起する。……こ（の縁起的事象）は〔生起させる／見

　　る／識るといった〕作用なき，〈唯だ存在素のみ〉にしてかつ〈唯だ因果のみ〉のもので

　　ある」という記述はこの間の事情を端的に示す。ヴァスバンドゥが少なくとも眼などの五

　　感官／色などの五対象／眼識などの五識間の因果関係を同時因果とみなしていたという事

　　実を「倶舎論』「世間品」（AK皿）に対する周到な分析を通じて加藤純章氏が解明してく

　　れている＾。

　さらに原田氏は、自身の論議（1999，〈経量部の‘単層の’識の流れ〉という慨念への疑問

（IV）：附論V：ディグナーガの〈有形相知識論〉への展開）は、“経量部の〈有形相知識〉論

はシュリーラータの〈認識異時因果〉説の必然的帰結”であるという従来の梶山雄一氏の仮説

に反論する意図があったとして、以下のように付け加えた。

　　梶山雄一氏［1989，pp．125－126］はシュリーラータ学説に関する加藤純章氏の研究成果を

　　利用していながら、そのシュリーラータの〈認識異時因果〉説をヴァスバンドゥが『倶舎

　　論』「世間品」で斥けているという重大な事実も加藤氏が併せて指摘しておられることを

　　なぜか看過する。加藤（純）［1989］，pp．206－228；原田［1997cコ，　pp．55－56．したがって、

　　この事項だけから判断しても、『倶舎論』「破我品」の有形相知識が〈認識同時因果〉説に

　　準拠するももであることは確実視してよく、梶山仮説の成立する余地はないはずであ

　　るt’



4 法華文化研究〔第38号）

　すなわち原田氏は、「世親（＝経量部）は根・境・識の同時因果（あるいは〈心・心所相応

倶起〉説）を支持していた」という加藤氏の仮説丁を「『倶舎論』の経量部説（「界品」の〈感

官／対象／識＝無作用〉学説と「破我品」の有形相知識論）は上座シュリーラータの〈異時因

果〉説と次元が異なる」という主張の主要な論拠とみなしているが、これは加藤氏［1989，p。

89コにおいても、「経量部（世親）＝好称、讐喩者（上座シュリーラータ）＝蔑称」説の主要な

論拠であった。加藤氏は「世親は、〈心・心所同時倶起〉説を支持していた」とか、「〈心・心

所次第生起〉説に賛成しなかった」という事実をくりかえし説いており（例えはp．83、89，219－

221，222）、これを「世親は讐喩者の〈貧・瞑・療＝意業（思）〉説にも賛同しなかったであろ

う」という彼のまた別の主張の論拠として提示してはいるがh、その仮説の論拠は意外にも

単純である。①「倶舎論』「世間品」（AKBh．　p．145，1、・17－p．146，　1．20；T．29　p．53a，　t．3－p．53b，

1．27）で論議される触・受の〈相応倶起〉説（毘婆沙師説）vs〈次第生起〉説（諸釈によれば

上座説）の対論が、「それゆえに一切の識には、触と、触と倶生する受が存在するという事実

をやはり認定しなければならない」という言葉で締めくくられており、有部毘婆沙師の学説を

否定せず、②称友もやはりこれを世親の説（Acarya　aha）として解釈しており、③rJ頂正理

論」においても、〈次第生起〉説を、上座シュリーラータの名で紹介しながらも、経主（世親）

についての非難の言葉はまったく見られないためである㌔

　しかし万一このような理由で世親が〈次第生起〉説を拒否するのならば、①根見・識見の論

争も「眼根がよく見る」というカシュミール毘婆沙師の宗義として締めくくっており（T．29p．

11b，　ll．6－8；AKBh．　p．31，1．16）、②称友のみならず普光も、世親（acArya）が識見説を採用し

たと解釈したのであり、③『順正理論」においても、経量部（つまり讐喩部師）の学説を批判

しつつ経主（世親）に関するどんな言及もしていないので、世親が経量部説に同調したという

ことは言えない㌦

　世親は、「大毘婆沙論」の内容と「阿毘曇心論』などの形式に基づいて、有部の根本的立場

を偶頒にして提示し、これに対して註釈しながら、経量部や有鹸師などの異説として批判し、

有部毘婆沙師の宗義として結末（帰宗）づける論説形式をとる。したがって、たとえ有部の学

説に結論づけていたとしても、これを根拠にして彼が有部学説に賛同していたと言うのは難し

い1］　。例を挙げれば、有為四相に関する箇所で

　　非難する者がいたとして、どうして阿含（有部宗義）を捨てるものか。鹿が出るといって、

　　どうして麦の種蒔きをしないものか。蝿が付いたからといって、どうしておいしい菓子を

　　食べないものか。……（中略）……そうであるから、有部の宗義に従わなければならない

　　（AKBh．　p．80；T．29　p．29a，　ll．4－8を参照）

という毘婆沙師のかたくなな言葉でこれに関する論争を結んでいるが、世親がこれに賛同した

かというともちろん否である。これに従い、普光は「一切の識は触・受と倶生する」（T．41p．
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177b，1．26）という結びの言葉を毘婆沙師の説として解釈したのである。

　衆賢が「順正理論」の該当箇所においてく次第生起〉説を上座の説として紹介し批判しただ

けで、世親に対してはまったく非難しないのは、おそらく『倶舎論」の該当箇所に彼の見解が

論説されていなかったためであろう。周知の通り、衆賢は『倶舎論」の構成と形式にしたがっ

て「順正理論」を著述し、世親自身の見解、またほとんど大筋で『倶舎論』上での論議の順序

どおりに「経主」という名で引用し、批判している。また『倶舎論」上の経量部の説（十九箇

所）を「世親（経主）の説」（八箇所）と言及していたり、「世親が引用する経量部の説」（四

箇所）を再び引用している場合、必ず前後のその背景となる上座の学説や批判に従う彼の解明

を引用したが（これは畢寛して、世親の論議と引用が上座の学説に根拠をおくためである）、

「経量部（もしくは警喩部師）」（三箇所）という名称でそれらの主張を引用する場合、上座の

学説を別途に言及していることはない1㌔

　このような事実を見ると、衆賢が〈触・受次第生起〉説に関連して世親を非難しないのは、

おそらく『倶舎論」の該当箇所に彼の見解が言及されないためであって、有部の〈相応倶起〉

説を支持したためではなかったであろう。衆賢が有部の〈識見〉説批判を「伝説（kila）」と

して伝える経主世親（註10）に対して批判しながらも「讐喩部師（＝経量部）」という名称で

彼らの学説を引用して批判する中で、世親に関して何の言及もしないことも、1一二縁起支の中

の識と名色の相互縁起（互為縁）について長文で論説（T．29p．503b，1．21－p．505a，L10）し、

上座と彼の弟子である避摩（Rfima）の前後生論に対して批判する中で、世親に関して何の言

及もしないことも、まさにこのような理由のためでると考えられる1’1。したがって『倶舎論』

の論議形式だけから世親が有部の〈相応倶起〉説を支持したと言うことは難しいのである。

　また加藤純章［1989，pp．219－220］は、世親はシュリーラータとは異なって有部と同様に根・

境と識は同時に生ずると考えていたとしている。加藤氏は、世親が『倶舎論』「根品」におい

て倶有因に対する論説をすると同時に生じた諸法の間での因果関係がどのようにして可能であ

るかという疑問を提起しているかのように見えるが、最後には倶有因を肯定しており、『順正

理論』においても同時閃果を否定する論者を「上座という名で非難するだけで、経主に対す

る非難は見られないことを指摘した。したがって、これらの理由から世親は同時因果（すなわ

ち倶有因）を認定していたと見ることができるのである。

　しかし普光（T．41p．117b，　L2）と法宝（T．41　p．560b、　L3）は、ここで同時因果に関する疑問

を提起したのは、経量部であるとしている。すなわち相続の転変と差別を主張する経量部にお

いて、因果関係というものは前後の条件に対する制約関係として必ず同時ではなく異時でなけ

ればならないので、有部の倶生の因果説を否定したものとして、「順正理論」上においても、

ひたすら前生因としての随界（あるいは種子）を主張する上座（あるいは警喩者）に対しての

み批判しているのである㌧しかしながら、世親もやはり上座と同じように種子説と過未無
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体説を主張するので11、彼が〈心・心所相応倶起〉説を主張したであるとか、〈心・心所次第

生起〉説を否定したという事実は受け入れ難い。

　この他のいくつかの理由を提示すると以下の通りである。

　問題の触・受の〈倶起＞vs．〈次第生起〉の対論は、『倶舎論』「世間品」（III－v．32a）におい

て十二縁起を論説する中で言及されているが、元来、心・心所の倶生（相応）問題は、「根品」

（II－v．23a）心所法以下、特に後半部の倶生関係（v．28）において取り扱われているので、「世

間品」上の対論からだけで世親の見解を確認するのには限界がある。すなわち世親は、なによ

りもまず「十法（すなわち大地法）は一切の心と［同一コ刹那に和合し、一切の心に遍く存在

する」という有部の大地法の規定を不信の意味である「伝説」として言及しているだけでな

く1’1、衆賢もやはり「無漸と無塊は観察される所が同一ではないのに、どうして倶起するこ

とができるのか？」という『倶舎論」の論説（T．29p．21a，1．18）を、世親の言葉として伝え、

「経主（世親）は、情意を誤って取り上げて、一方だけに偏って過失を指摘した」と言いIT、

大善地法を説きながら「どうやって一つの刹那の心の中に［互いに矛盾するコ警覚性と無警覚

性である作意と捨という、ふたつの心所が［心と］相応倶起すると説くことができるのか？」

と言う詰難（T．29p．19b，1．17）に対しても、やはり互いに矛盾する勤と捨の倶生（如理行を起

こして、非理行を捨てるということ）を明らかにし、「このような解釈に従い、作意と捨とは

警覚性と無警覚性として互いに矛盾すると言う経主の詰難も、このように上手く成立させるこ

とができる」と解明している1㌔

　また衆賢は「心一境性（すなわち三摩地：samadhi）とは［心が］ひとつの所縁に專念する

こと（ekalambanata）」（T．29　p．145b，1．1；AKBh．　p．432，1．16）という「倶舎論』「定品」の

論説を経主（世親）説として伝えている㌦彼は「このような場合、三摩地を心とは別個に

存在している心所法であるとしてはならない（『倶舎論』巻28「若爾……不応別有鹸心所法」

（T．29p．145b，　ll．1－3）『順正理論』巻77「応離心外無別等持」（T．29　p．456c，1．5））」という世親

の詰難に対して、「前（「弁差別品」：T．29p．390b，　t．22－p．391a，1．　13）にすでに等持は心を離

れて別個に存在するという事実に対して分別した」とし、「心自体がまさに三摩地であるいと

いうならば、心に［善悪等の業を］造作せしめるもの（すなわち思）も、やはり存在しないと

言わねばならない」と批判したが：C、これはまさに上座の三摩地無別体説を批判しながら提

示する論拠であった！1。

　なお衆賢は有為四相に対して論説しながら「万一、色等の自性を離れて四相が別個に存在す

るならば、どのような法も同一の時間に生起し、持続し、衰異し、壊滅しなければならない」

という『倶舎論」上の論説（T．29p．28a，　ll．21－23；AKBh．　p．78）を経主（世親）の説として伝

えつつ「自ら釈迦の弟子であると言う者ならば、契経では「識と名色は互いに対して縁となる」

（T．29p．409a，　ll．2－4）と説いているので、倶生因の存在を認定しなければならない」と訓戒し
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ている㌔これは、まさに世親が上座シュリーラータと同様、四相の倶生だけではなく心・

心所の倶生も認定しなかったということを伝えてくれている：’t。

　加藤純章氏の論議は、「讐喩者＝蔑称、経量部＝好称」というプルジュルスキー（J．

Przylusky）以来の仮説に基づいているので、彼は両者の立場をどのような形であれ区別しな

ければならなかった。しかしながら加藤純章氏［1989］は、世親の根・境・識の時間的関係に

関する考察については「根・境と識が生ずる際の時間的前後関係は必ずしも明らかではない」

としながらも、「世親は（シュリーラータとは異なって）、有部と同様に根・境と識は同時に生

ずると考えていたと判断するものである」（p．219）とし、さらに、「伝説（kila）という言葉

で見るとき、世親が〈根見〉説に反対したことは明らかではあるが、経量部の説に対する世親

の意向は確実ではない」（p．80）としながらも、「警喩者の〈和合見〉説と経量部の（〈感官／

対象／識＝無作用〉学説）はまったく違うことから、世親の真意は経量部の説にあったと考え

た方が適当だろう」（p．24）とする等、中途半端な態度を取っているのである。

3．「倶舎論』の本無今有説の背景は「楡伽論』であるか

　原田和宗氏［2001／2002コは、「経量部の有形象知識論はシュリーラータの〈認識異時因

果〉説の必然的帰結である」という梶山雄一氏［1983，pp．15－16］の主張に対して、再び次の

ように言及している。

　　梶山氏の誤解はおそらく『倶舎論」「界品」の〈根見・識見〉論争に登場する経量部の

　　〈感官・対象・識＝無作用〉説に含まれる「因果のみ」（hetu－phala－matram）という夕一

　　ムを「異時因果」のことと早とちりされたことに端を発しているように思われる。……

　　（略）……しかし、その文脈での「因果のみ」および「無作用」は元来『喩伽論』の夕一

　　ムであることが宮下晴輝氏によって突き止められており、決して因果同時の否定を含意す

　　るものではないL’1

　ここで、根見と識見の両者を否定する経量部（衆賢によれば警喩部師）の学説において「唯

法因果、実無作用（nirvyaparam　hidam　dharma－matram　hetu－phala－matramp）」はどのよ

うな意味を持つのだろうか。ただ原出氏の解説（註5）の通り、根・境には識を生起させる作

用が無く、眼と眼識には見て認識する作用がないということであるのか、あるいは、なぜ無い

ということであるのか、また、無いならば認識はどのように可能であるだろうか、といった疑

問が生ずる。

　このことに関して原田和宗氏［1997，p．33；p．40］は、世親が「経量部」という名で表明す

る〈感官／対象／識＝無作用〉の学説が『勝義空性経」に対する『楡伽論」の囚果論的な解釈

に由来していたという事実は、かつて宮下晴輝氏［1986］によって確証されたとしている。こ
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の論文に従うと、経量部と有部の間の論点は、縁起（pratitya－samutp亘da）の「起（utpada）」

を作用論として解釈するのか（＝有部毘婆沙師）、本無今有論として解釈するのか（＝経量部）

という問題として、『喩伽論』「摂事分」では‘本無今脊の出処である『勝義空性経」の「勝

義空性」を「一切諸行は常にひたすら因果［的関係］としてのみ存在するのみで、受ける者も

作用する者も存在しないということ」（若説「恒時一切諸行唯有因果、都無受者及与作者」、当

知是名勝義諦空lT．30p．826b，1．8）と定義され、より具体的には、本無今有は後際空、有巳

散滅（還無）は前際空、ひたすら現在一刹那の諸行だけが存在するということは、中際空と常

空、我空であり、そして果性と因性の諸行に自我が存在しないということは受者空と作者空で

あると解釈した上で「ひたすら前滅後生する諸行だけが存在し衆縁によって生起するのみなの

で、一切法には、いかなる作用もないのであり、能生者もないが、ただこのような因果的関係

に対する世俗諦として‘この法があの法を生んだ’という仮説を立てたのだ」（T．30p．826b，L

28－p．826c，1．　6）と結論づけている。さらに「摂決択分」においては勝義の道理においてこの

ような無作用（nirvyapEra）論に依拠して、根見・識見を否定しているので（T．30　p．610a，〃．

19－27）、「倶舎論」での経量部の本無今有説は、「喩伽論」でのその淵源を確認できるL’i。

　しかし経量部の学説が「喩伽論」上でトレースできるとして（あるいは「楡伽論』の文句と

一致するとして）「喩伽論』が経量部説の淵源であるとすることは、上座シュリーラータの関

説を全く考慮しないというかなり性急な判断であると考えられる。もう少し詳しく論じるとす

るならば次の如くである。

　第一に、『倶舎論』での経量部は“眼根・色境に依拠して眼識が生じる”という経説に従う

〈唯法因果、実無作用〉説を通じ、『喩伽論」「摂決択分」では〈諸法自性の衆縁生、刹那滅、

無作用〉説を通じて根見説と識見説を批判し、「t眼が色を見る’という等の経説（言語的表現）

は、眼と眼識の因果的関係を通じて設定されたもの」としたり、「見に対する見者を［仮］説

するもの」であるとした。あるいは「雑集論』においては、「一切法は無作用として和合

（samagri）が存在するとき見であると仮説する」（T．31　p．703b、　U．12－21；ASBh．　p．17，　lt．6－14）

とした。

　このような内容は事実上、無間刹那に渡る諸法の因果関係を通して認識を解明する上座の学

説に依拠しない限り、理解が容易ではない2㌧上座による限り、眼・色が存在するとき眼識

はまだ生じておらず、眼識が生起するとき眼・色はすでに存在しないので、三事の間に直接的

な作用は起こらないi2T。眼識の対象は前の刹那の色（＝所縁縁）ではなく、眼識の上に生じ

る色の形相（＝所縁境）として、眼・色（原因）に依拠して次の瞬間、対象の形相を帯びる識

（結果）が生起する時（上座はこのような根・境と識の異時因果を〈和合〉とした：註53）‘眼

が色を見る’であるとか‘眼識が色を了別する’と言うが、このような主客（主体と対象）／

体用（主体と作用）の分別はただ言語的な慣習（世俗）に従う事柄にすぎない㌔
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　「喩伽論」の場合、やはり「本地分中思所成地」の勝義伽他（Paramartha－gatha）によれ

ば諸法は刹那滅であるので、作用を持たない。

　　諸行は全て刹那［滅］であるので［刹那も］留まることはないのに、まして作用するもの

　　であるのか（「喩伽論」巻16「諸行皆刹那　住尚無況用」（T30　p．363a，1．　25）kganikah

　　sarva－sampskar亘　asthit5n2rp　kutah　kriy員（Wayman［1961、　p．168］：v．5ab））

　しかし世俗的な観点から見ると、作用が生起しないということではない。眼・色（原因）に

依拠して、眼識（結果）が生起するとき、言い換えれは、無間刹那に渡る因果的関係（すなわ

ち和合）が存在するとき、「見る」という作用が起き、（和合作用転：T30p．363c、L11；

samagryavartate　kriyE：Wayman［1961，　p．172］：v．27b）、あるいは‘見る’という作用を仮

説して（「由有和合。仮立為「見」。．（T．31p．703b，　L　14）lsamagryam　tu　saty亘m　darSana－

prajfiaptih：ASBh．　p．17、1．7）このようなf乍用（見＝結果）に対する作者（見者＝原因）を想

定して‘眼が色を見る’としたのが「摂決択分」での考えである。

　そして勝義伽他（v．27b）の解説に従えば、このとき作者と作用として仮設された原因と結

果は、同時（頓倶有）ではないが、勝義道理において見るとき、根・境は識を離れて存在しな

いのであるから、言わば論理的な要請（建立因）としての同時ではある㌔上座の場合もや

はり第一刹那以後の根（所依）と境（所縁）は、受（第三刹那）　　想（第四刹那）等が生起

するときにも能生の功用として識（第二刹那など）で相似展転するのだと主張するので．．、

事実上は同時であることになる。このような事実から見るとき、認識主体に関する「楡伽論』

の見解は、上座（＝経量部）の学説とかなり密接な関係をもっていると言うことができる。

　第二に、たとえ七空の名目と解説は伝えられなくとも、上座もやはり過未無体現在実有を主

張するだけではなく「一切諸行は常にひたすら（前後刹那の）因果［的関係］としてのみ存在

する」と主張するので、そこにおいてもやはり内容上から七空を確認することができる。さら

に衆賢は上座の宗義を「刹那の実法」（T．29　p．434a，　L22）として規定しII、彼の一派を「一刹

那宗」（同p．627c，1．14）、　「唯説有一刹那宗」（同p．629a，1．24）、　「唯現有論」（同p．483b、1．8；

p．534a、1．　23）と命名し、世親に対してもやはり「唯有現在一念論宗（ひたすら現在一刹那だ

けが存在すると主張する宗）」（同p．634a，1．11）であるとした。すなわち衆賢は、世親が

　　本無今有ではない過未二世の実有を主張する場合、業は能生の功能を成就できないだけで

　　はないばかりか「存在は永遠に存在し、非存在は永遠に存在せず、非存在は生じることな

　　く、存在は消滅しない」という雨衆外道の邪論を露わにした（T．29p．106a，〃．13－18）

と非難したことに対して、

　　現在は存在するということ、過去未来は存在しないということだと主張するあなたがた

　　「唯有現在．一念論宗」これこそそれである（T．29p．634a，〃．11－19）

と批判したが、これはすなわち衆賢が世親を上座の一派として理解していたということを意味

9
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するト㌔

　第三に、衆賢はまた世親が『勝義空経』の「本無今有　有已還無」の経説によって有部の作

用説（あるいはこれに基づく三世実有説）を批判するときには、大概は世親が近付ける朋党を

共に批判した。例えば世親が「勝義空経』によって三世実有経証①を不了義経として批判した

（T．29p．105b，　ll．19－23；p．625c、1．15－p．626a，　Ll）のに対し衆賢は「概して卑賎な者は朋党の

主張（朋執）が心を覆っており、粗く浅い意味すら分明に観察できないのに、本当に奇異なこ

とだ」（T．29p．626a，　ll．1－2）と嘲弄しており、「本無今有　有已還無」の経証によって未生

（未来）法と巳滅（過去）法の実有を批判した（T．29p．105a，　ll．22－27）のに対し「大徳はいか

なる理由で聖教と正理に迷う者たちと邪悪な朋党（悪朋）を結びつけて、このように殊勝な功

徳と優れた覚慧を併せもつ仏陀の聖弟子たちを誹誇して、無量の衆生たちを悪見の穴に陥れる

のか」（T．29　p．633b，　L21）と非難した。

　また世親は、「世尊が杖髪外道に‘業は過去へ落謝して滅蓋変壊したとしても、いまだ存在

する’と説いたことは与果の功能に依拠して隠密に説いたことである」という主張の経証とし

て『勝義空経』を引用した（T．29p．105b，　IL17－23）が、衆賢はこれに対し「このように諸巧

偽者（巧妙に偽りを説く者）たちが主張する随界・功能・薫習・種子・増長・不失法等に対し

てすでにあちこちで批判した」（T．29p．627a，／．19）と述べている。随界などは、まさに種子の

異名として“、衆賢の当時、讐喩者の大多数はこのような種子説を主張しており（T．29p．398

b，〃．25－29）、上座はこれを随界（anu－dhatu）あるいは旧随界（pUrvanu－dhatu）と名付けた

が、衆賢は世親の種子説を批判し、直ちに続けて『杖髪経』での過去業をただ随界として理解

する上座の説を引用して批判している（T．29p．627b，Lll）。

　ここで世親が親しかった「朋党」や「聖教（agama）と正理（nyaya）に迷う者」、「巧偽

者」が上座、あるいはその一派（上座宗あるいは上座系統の讐喩者）を意味することは言うま

でもない。衆賢は、有部の三世実有論の基本前提である体相（svabhAva）と性類（bhsva）

すなわち作用（karitra）に対する世親の批判　　「万一過去・未来［の法体］がすべて実在

するということならば、それをどうやって過去・未来の存在と言うことができるというのか？」

　　は、上座宗に親しかったからであると証言しているからである1’1。『順正理論」で世親は

大概において上座と親しい者であった㌔

　あるいは有部の場合、宮下晴輝氏［1986］が指摘した通り「本無今有　有巳還無」の経説は

作用の刹那滅性を示しているものであるが、作用は法体とは別のものではなく、［その差別で］

ある。これに対して世親は「作用が法体とは別のものではないと言いながらも、どうしてこれ

の差別であるというのか？」（T．29p．105a，1．16）と椰楡したが、衆賢は「［それならば］あの

上座は苦受自体にどうして摂益（すなわち楽受）の差別が存在していると説いているのか」

（T．29p．632c，〃，15－16）と反詰して、世親が上座の朋党であることを暗に示している。
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　宮下晴輝［1986，pp．29－31］は、『楡伽論』や『倶舎論」の本無今有論が狙ったものが有部の

作用（あるいは相用、性類）論であるということが衆賢の反論（T．29　p．367c、1．3）からより一

層明らかになっていると述べているが、彼が引用した「順正理論」の一文は事実上、上座に対

して行われたことである。

　すなわち、

　　有為法はすべて等しく縁生したものであるが、だからといってただ法のみであり作用がな

　　いというのではなく、各々自らの定まった「相用」を失うことはない……（中略）……例

　　えば地界等は、たとえ縁にしたがって生起するものであったとしても、堅固性（堅）等の

　　自相と保持（持）等の作業を持つように、これと同様に眼・色と眼識等もたとえ縁にした

　　がって生起するものであるといっても種種の差別的ながらも決定的な自相と作用（能見・

　　所見・能了）を持っていると言わねばならず、このような差別的でありながらも決定的な

　　自相と作用にしたがって眼は、ひたすら眼というだけで色・識ではないのであって乃至、

　　識はひたすら識というだけで眼・色ではない’t’

という衆賢の反論は、表面上は警喩部師（すなわち経量部）の〈感官／対象／識＝無作用〉学

説に対するものではあるが、事実上は極微和合である「有色処（五根と五境）仮有論」とこれ

に従う「虚偽の妄失之法を所縁とする無分別の五識は依拠するに値するものにならない」と主

張するだけではなくtT、「眼・色に依拠して色の形相を帯びる識が生起する時、‘〔眼が色を見

て〕眼識が了別する’という仮説を立てた（註28）」と主張して根・境・識の自相と作用（相

用）を否定する上座に対する反論である。また、

　　本体が同一であってもその性類が異なることがあるということは、作用が恒常に存在しな

　　いということをよく論証するものである、という事実を充分に成立させることができるIS

という衆賢の反論は、やはり上座宗と親しい（朋附）世親の詰難　　「過去・未来法がすべて

実在するということならば、それをどうやって過去・未来法と言うことができるのか」（註

34）　　に対するものである。有部に拠る限り、法体は三世に渡って同一であるが、性類すな

わち作用は差別となるからである。

　第四に、世親の三世実有の理証①「識必有境」批判、すなわち

　　万一かつて発声されず存在しない言葉を対象にする場合、この時能縁の識は何を所縁にす

　　るのか？……（中略）……したがって識は存在するものであれ存在しなものであれ、全て

　　所縁にすることができる“

という世親の論説は讐喩論者の「縁無覚論」（T．29　p．622a，　IL　16－27）の七つの論拠の中で最後

の論拠「又若縁声先非有者、此能縁覚為何所縁？」（T．29　p．622a，〃，25－26）を広説するだけで

はなく、より明白な事実として衆賢は‘本無今有説’が上座の宗義であることをまさに指摘し

ている。

11
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　すなわち衆賢は、上座が「たとえ別途の有性・一性・長性・短性・合性・離性などに依拠し

なくても、有（存在）・一（ひとつ）・長（長さ）・短（短さ）・合（結合）・離（分離）等の法

を成就することができるように、「住（持続する）」等もやはりその通りであり［住相等の］別

途の根拠を持っていなくても［成就できる］」（T．29p．412c，〃．9－12）と言って住相の実有を批

判したのに対して「それ（上座）は、諸法は因縁に依託して本来存在しないが、今存在する、

と主張するので（彼執：諸法託有因縁本無今有故：T．29p．412c，〃．13）これは自身の宗義に違

背する言葉である」と批判し、次のように言った。

　　〔相待有を主張する限り〕あなた（上座）の宗義である「諸行の本無今有」での有性も生

　　と同様に有に根拠づけられるとき、はじめて設定されることができる。（しかし阿毘達磨

　　論師は諸法の有性はどのような因縁にも根拠づけられず、一切の時に存在するとしてい

　　る。）4「1

　このような住相に対する上座の批判は『倶舎論」上での「生相が存在しないのなら生に対す

る知覚が不可能である」（T．29p．28c，　ll．　15－18）という有部の詰難に対する世親（＝経量部）

の批判として活用され、その後世親は

　　そうであるから生等［四相］は諸行の本無今有（abhUtvabhava）を理解させるために、

　　一時的に建立した概念（prajfipti）であるだけで、個別的実体ではない（T．29　p．28c，〃．20－

　　22；AKBh．　p．79，1．24－p．80，　Ll）

という言葉で有為四相論批判を締あくくった。

　以上のような衆賢の証言を通して見る時『倶舎論」上での本無今有説の背景は『喩伽論」で

あるというよりも上座シュリーラータ系統であると言うことができ、‘唯法因果、実無作用’

の経量部説もやはり前後因果的関係としての展転相続する刹那の実法を宗義とする彼ら上座系

統に由来するものであると言うことができる。

4．上座は単に〈一眼見〉説の主張者か

　原田和宗氏［1997，p．24；p．32］は、『順正理論」に引用される断片に依拠して上座シュリー

ラータを憤子部のような〈一眼見〉説の主張者であると断言し、さらに、上座は（〈心・心所

相応倶起＝別体〉説を前提にする）讐喩者の〈和合見〉説を無視して、後代のどの警喩者にも

継承することはなかったとした。

　〈一眼見〉説は〈根見〉説の一種であるのか？それならば上座は〈根見〉説を主張したのか？

しかし〈一眼見／二眼見〉の問題は根本的に根見／識見等の認識主体に関する論議とは別個の

ものである。『大毘婆沙論』での根見／識見等の論議は〈一眼見／二眼見〉論の傍論として説

かれたものであり、たとえ〈一眼見〉という異説（積子部説）を識見等の異説と並列に羅列さ
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れていても、別途の問題として論議しているだけではなく、「〈根見〉説は〈識見〉説（法救説）

等の三つ学説を批判したこと、〈二眼見〉説は積子部の〈一眼見〉説を批判したこと」（T．27　p．

62a、1．22）と言って両者を区別している｝’。さらに『五事論」においては、初めから論議の岐

を異にしており、根見／識見等に対して論説した後で〈一眼見／二眼見〉の問題に対して論議

しており（T．28　p．991c．1．　13）、『倶舎論」と「順正理論』の場合もやはり同様である。

　〈一眼見／二眼見〉の問題は認識主体に関することではなく眼識のように所依が二つである

識と所依の関係に対するものである。すなわち、互いに遠く離れた二つの眼根は同時に共に眼

識の所依となるものであるのか、あるいは一眼ずつ所依となるものであるのかという問題であ

る。有部の場合「一つの目をつぶれば、不浄識（不明瞭な識）が起こるが、二つの口を開ける

とき浄識が起こる」（T．26p．919c．　t．27）という理由で前者の立場を取って〈．二眼見〉説を主張

した4！。憤子部や上座は二つの目が一つずつ眼識の所依となるという立場であるので、〈一眼

見〉説を支持していたということである。衆賢が引用する上座の〈一眼見〉説は、次のような

ものである。

　　上座は言った。二つの目が境界対象に対して、前後に［一つずつコ作用を引き起こすとき、

　　見るものが分明となる。しかし仮に片方の目を閉じたり損傷したとき、［他の1片方の目

　　をたとえ開けていたとしても互いに代替されることはなく、これによって生起する識は、

　　ひたすら片方の門（眼根）にだけ根拠づけられて速やかに起こるので見るものが明瞭でな

　　いということであるV

　すなわち、〈一眼見〉説は〈根見〉説の一種ではないのである。上座によれば、五根は極微

所成の仮法であるために知的作用を持っておらず（註37）、〈一眼見〉説は眼識の所依が一眼

であるという主張である。上座は眼識の場合は〈一眼見〉説を主張しているが、身識の場合は

〈身根遍発識〉説を主張し、衆賢はこれらの説が矛盾することを以下のように指摘している

（無論、「有部は〈身根遍発識〉説を否定しながらもどうして〈二眼見〉説を主張するのか？」

という逆の指摘も可能である）。

　　あの上座が論議する宗義では、“全身が冷水や温水の中に入っているとき身根の極微は

　　〔同一の〕識をあまねく生み、あるいは身体表面の身根が損傷されているとき、たとえ身

　　識を生んだとしても明瞭ではない”という事実を容認している。したがって身識が明瞭に

　　生起するときは、所依が広大な場合、幾百の楡繕那に渡る身根の境界をあまねく起こし上

　　下の身体が同時に同一の識を共に生みあまねく現前したということを知らねばならない。

　　しかしある理由から、二つの日が互いに遠く離れてもおらず、共同の対象が現れても、同

　　時に共に同一の識を生むと認定できないということであるのか？“

　これを見ると、上座の〈一眼見〉説が識の所依に依拠する論議であることは明白な事実であ

る。したがって彼が〈一眼見〉説を主張したとしても、それは〈根見〉説を前提にすることで

13
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はないので、〈和合見〉説と矛盾することにはならない。仏教のどんな学派においても眼識の

所依は眼根であるとは言うが、だからと言って、それらすべてを根見家であると言うことでは

ないということである。

　さらに、喩伽行派においては眼識の所依は二眼であるか、あるいは一眼であるかに関しては、

『楡伽論』においては有部とほとんど同一の論拠からく二眼見〉説を支持している。

　　問：眼・耳・鼻の諸識が生起するときは〔所］依止が二つであるが［このとき諸識を］一

　　つの識であるというべきであるのか、二つの識であるというべきなのか？

　　答：ひたすら一つの識であると言わねばならない。なぜなら［二つのうち］ひとつのもの

　　が障碍されなかったり壊失されたりしない場合識は明瞭に生起するが、障碍があたったり

　　壊失されている場合、識は明瞭に生起しないためである。また識は色でないので、いかな

　　る場合にも色のように方所の差別に従う二つ［の識コが成就されることはない♂

　『喩伽論」が〈二眼見〉説を支持したとしても、ひたすらこれが彼らの認識理論であるとも

〈感官／対象／識＝無作用〉学説と矛盾するとも言うことが出来ないように、上座の場合も同

様に、たとえ〈一眼見〉説を主張していたとしても、ひたすらこれが彼の認識理論であるとも

〈和合見〉説、すなわち異時因果に従う〈感官／対象／識＝無作用〉学説と矛盾するというこ

とも言うことが出来ない。〈一眼〉であれ〈二眼〉であれ彼らは共に所依（眼＝原因）を認識

（識＝結果）の主体（見者）として設定しているが、それはただ世間の言語慣習（世俗）であ

るとしているのである。

5．〈識見〉説は讐喩者の学説か

　R．Kritzer［2008，　pp．118－119コは、『アビダルマディーパ」「界品」v．44（cak＄uh　paSyati

vijfianam　vijanati　svagocaram：自身の対象を眼が見て識が了別する）の導入門を主要論拠

と見なして‘讐喩者＝〈識見〉説を主張した。讐喩者と密接に関連がある法救とハリヴァル

マンが〈識見〉説を主張していたということも、彼が提示する一つの論拠であった。そして

〈和合見〉説はまた違う形態の警喩者の学説として推測されていた。しかし筆者は第四十四頒

の導入文を‘〈識見〉説批判’として読まなかった。それだけでなく『アビダルマディーパ』

で認識主体と関連する四つの論説　　①「識が見るものでないのならば、讐喩者の宗義は破棄

されなければならない」という第四十四頒導入文、②眼等の〈和合見〉説、③眼・色（因）と

眼識（果）の〈異時因果〉説、④倶舎論主世親説　　もまた主張者を異にする相異する内容で

はなく上座の〈和合見〉説と関連する一連の論説であると考えられる㌧

　まず「界品」第四十四頒の導入文を引用すれば、以下の通りである。

　　そうであるならば識は見るものであるのか、見るものではないのか？［識が］‘見るもの’
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　　であるなら十法も見（drsti）を自性とするものとならねばならず、‘見るもの’でないな

　　らば讐喩者の宗義（Darstantika－pak§a）は破棄されなければならないIT。

　これは何に対する批判詰難であるのだろうか。表面上の内容からだけを見れば、R．　Kritzer

氏が理解した通り批判対象は〈識見〉説であり、この説の主張者は讐喩者である。しかし、既

に眼根と八種の慧（prajfiA：有身見等の五染汚見と世間正見と有・無学正見）を見（drsti）

として規定しているにも関わらず、出し抜けに「識は見の主体（見者）であるのか、否か」と

尋ねることに違和感を感じざるを得ない。また文脈上、讐喩者の宗義が破棄されることのでき

ない決定的な理由は「識が見るものであれば、十法（da§a－dharmah）も見を自性とするもの

（dr§ti－svabhava）とならねばならない」ということであるが、十法に対する分明な理解を持

たないままで“表面上の意味だけから‘警喩者＝識見家’として規定をしたことは、かなり

性急である。

　ここで十法とは、言うまでもなく十大地法である。有部による限り、善・不善等のどのよう

な識（あるいは心）も必ず十大地法と相応倶起するためである（註16参照）。しかし識見家に

対する従来の批判（「婆沙論」，『五事論』等）は「識が‘見るもの’であれば、‘了別するもの’

は何であるか」ということであって“、『アビダルマディーパ』の場合もやはりそうである㌧

従来の批判に従う場合、「［識がコ‘見るもの’であるならば十法も‘見’を自性とするものと

ならねばならない」というディーパカーラの批判は〈和合見〉説に対することである。『婆沙

論」等での〈和合見〉説批判は有部の〈相応倶起〉説を前提にするものであるから事実上これ

を認めない讐喩者には適用されないが、ここでもやはりそうである。すなわちディーパカーラ

の詰難は、警喩者は心・心所の〈和合見〉説を主張するので、識（心）が見るものなのであれ

ば、識は心所と和合（相応）しないことがない（『大毘婆沙論』T．27　p．61c，　ll．　16－18）。したがっ

て、識と和合する心所は二十二法、あるいは二十一法、1’二法等に決定的ではないが（『五事

論」T．28p．991b，1．26－p．991c，1．1、『雑心論」T．28　p．876b，　ll．　17－19）最小限十種類の［大地］

法とは常に和合するので十法もやはり　‘見るもの’すなわち‘見を自性とするもの（dr＄ti－

svabhava）’であると言わなくてはならないということであろう。

　ディーパカーラは『倶舎論』と同様に、「十八界の見・非見分別」（ADV．　p．29，1．5）におい

てまず‘見’に包摂される九法、すなわち眼根と五染汚見、不染汚見（世間正見）、有学・無

学正見に対して論説してから傍論としてく根見・識見〉の問題を論ずるのだが、警喩者の〈和

合見〉説に対する批判詰難を第四十四頒の導入文として見なしている：

　　そうであるならば（八種の慧が見であるならば）［これに相応するコ識は見るものである

　　のか、見るものではないのか？［識が］‘見るもの’であるならば［あなたがた讐喩者は、

　　心・心所の和合見説を主張するので］十［大地］法も見を自性とするものとならねばなら

　　ず、‘見るもの’でないならば［あなたがた］警喩者の宗義（和合見説）は破棄されなけ

15
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　　ればならない……①

　それでは何故、ディーパカーラは讐喩者に対する詰難を導入文と見なしたのだろうか；1。

警喩者（経量部）の〈和合見〉説は当時、有部の最も強力な敵対的理論であったであろうこと

から（後述）、ディーパカーラは続けて『婆沙論」以来、‘見’の主体に関する四つの学説（眼

見・識見・慧見・和合見）を簡略に批判した後、これに対して再び詳論することも、まさにこ

のような理由であったであろうが、とにかく導入文以後の論議はどのようなかたちであれ上座

の学説と関連づけられていた。

　これらの四つの学説中、〈和合見〉説に対する批判は次の如くである。

　　万一‘眼等の和合（cak＄ur－adi－samagri）が見る’と言うならば、このような‘眼など

　　の和合’また部分（anga）を離れては自性と作用（svabhava－kriya）を持つことがない

　　ので、［‘見る’ということは］存在しない。眼などの和合の部分（samagry－ahga）が存

　　在するとはいっても、それぞれには見る能力と作用が無いのに（darSana－Sakti－kriyA

　　’bhava）、まるで百人の盲人たち［が和合したとしても、見えないということコと同じで

　　ある（ADV．　P．31，1．・11）……②

　すなわち、和合の部分となる眼等に知覚能力が無いという主張や、盲人の比喩は、衆賢によ

ると上座の門徒たちが上座の「有色処（五根／五境）仮有論」（T．29p．350c，　ll．5－14：註37）

を解明しながら説かれたことであった。

　　その論師（上座）の門徒たちは、世間の文献を学習して、衆多の盲人の讐喩を引用して自

　　身たちの宗義を論証している。伝説に従えば、盲人各々には色を見る作用がなく、衆多の

　　盲人たちが和集して（言い換えるなら一緒に集まり）いたとしても、やはり色を見る作用

　　を持たないように、これと同様、極微一つ一つは所依となることもなく、所縁となること

　　もなく、衆多の［極］微が和集しようとしているときにも、やはりこのような作用を持つ

　　ことはない。したがって処は仮有であり、ひたすら界だけが実有である㌧一

　上座によれは、“眼根・色境に依拠して眼識が生じる”とするとき眼・色は多数の極微和合

（すなわち世俗有）であるだけではなく過去（前刹那）法であるので、彼の認識理論は当然

「自身の対象（色）を眼が見て［同時にコ識が了別する」（『アビダルマディーパ』v．44）とい

う有部の宗義と本質的に異なることになる。すなわち極微一つ一つは知覚の対象とはならない

が和合するときこれの形相を帯びる識が生起する（法称によれば、このとき個々の極微に存在

しなかった優れた功能atiSayaが生起する）。ディーパカーラはこれを「不適当な分別

（atipatti　kalpayati）」として次のように批判した。

　　以前に生起した眼と色が原因（karaロa）となり、識が結果（karya）となることから

　［三事は］同時に存在しない。（ADV．　p32，1．9）……③

これはまさに上座の〈次第継起〉説（註30）であり、彼は根・境・識の継起的な因果関係を
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「和合」として理解していたのであるち。そして原因と結果は前後刹那として生じるので、

これらの間に直接的な作用は生起することはないということであった。

　識（知覚）は前刹那（過去）の色を生縁（＝所縁縁）と見なすが、それを了別（直接知覚）

するものではない（註27；32の有執参照）。了別の対象（＝所縁境）は識に現れる外界対象

（多数の極微和合）の［単一の］形相として、形相と識は別体ではない。識が形相を帯びて生

じれば、それがまさに了別である。したがってわれわれは「識が色を了別する」と言うが、そ

のとき識を「了別（vijan5ti）」という作用の主体として説くことは単なる一つの言語表現で

あるに過ぎないのである（註28参照）。

　上座は有部の三世差別の主要論拠であった主体（体相）と作用（性類）の差別を拒否してい

た。ディーパカーラはこのような事実を2「因縁（hetu－pratyaya）の和合（sAmagri）に依

拠して、ひたすら作用だけである識（kriyamatra－vijfiA）が生起する」と言葉で言及して、

作者が排除されたまま作用だけが猫立的に生じることはできないと批判した／。したがって

「作用だけの識」（すなわちただ了別としての識）は経量部の〈感官／対象／識＝無作用〉学説

と矛盾することはないのである。『倶舎論」での「無作用」は、称友が解説している通り叩乍

者とは別途の存在である作用を否定するものであり、『アビダルマディーパ」での「ただ作用

だけの識」は作用の主体である作者を否定するものであるからである。

　ディーパカーラは「根・境と識が継時的、因果的関係」であるという「不適当な分別」を批

判した後、ご倶舎論」上の経量部の説の前半部を倶舎論主（Ko§a已ra）の言葉として引用し

た。

　　どうして［実在しもしない］虚空を鶴ることができるのか？すなわち［根・境・識の］和

合が存在するとき　‘見られた　（dysta）’と仮説するだけ　（samagrayam　hi　satyam

　　dr＄tam　ity　upacarah　pravartate）で、ここで何を‘見るもの’であると言えるのか？

　　（A［）1「．p．33，〃．7－8）　一・…　‘：4）

　原田和宗氏［1997，p．31註18コは、「倶舎論」の「眼と諸色とに依存して」（cak§ur＿

Pratltya　1・［iparpi　ca）という経量部の言葉をディーパカーラが故意に「総体があるとき」

（samagr2yAm　satyam）として改窟したとし、このような改窟には「雑集論」（由有和合．仮

立為「見」。：samagryam　tu　satyam　darSana－prajfiaptih）を参照していた可能性があると

した。しかし、先にすでに経量部（＝上座）においては‘和合を継時的因果関係（すなわち

前刹那の眼・色に依拠して後刹那に眼識が生起するもの）と理解していたと言及しており、ディー

パカーラもやはり「不適当な分別」として「以前に生起した眼・色が原因（karana）となり

識が結果（karya）となることから［三事はコ同時に存在しない」という主張を引用していた。

それでは、何のために再び「眼と色に依拠して眼識が生起するとき……」という経文を持ち出

したのであろうか。

】丁
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　R．Kritzerと原田氏が、「アビダルマディーパ』において（心・心所の）〈和合見〉説を

「眼等の和合」（②）として説き、「眼と色に依拠して眼識が生起するとき……」を「［根・境・

識の］和合が存在するとき……」（④）として説いたことをディーパカーラの錯覚であるとか

故意的な改窟であるとしたことは、認識主体（見者）と関連する四つの段落の論説を別説とし

て理解するためであった（註44参照）。衆賢が世親（経主）を警喩者や「上座（経量部）と親

しい者」として理解したように、（あるいは今日、大部分の仏教学者たちが世親を経量部とし

て理解しているように）ディーパカーラは、やはり世親を上座の一派として受け取っていたと

いうことである。したがって彼は、『倶舎論』での経量部の説の前半部を引用したすぐ後に

「あの大徳（世親）は和合を構成する［眼根等のコ部分の作用を否定していた。［彼は］阿毘達

磨に無知の烙印を押すことで自身にもそのような烙印が押されることになり「不合理な空性

（ayoga－9anyata）」の断崖に向かっていることを現すことになっている」（ADV．　p．33，〃．8－

10）と非難している。

　上座は和合（s亘magri）を構成する（言い換えれば眼識に所依と所縁となる）根と境の実在

性を否定するだけでなく自身に現れる世俗有の（和合）相を分別なく受け取る五識の真実性も

否定していた（註37）。これは十二処説を最上勝の微妙法門として理解する有部（T．27p．378c，

1．17）に対する強力な批判であった。よって衆賢は彼の「有色処　仮有論」を長文（T29

pp．350c5－352a21）に渡って批判しながら彼の論議は「壊法宗で戯れるもの（渉壊法宗7＋’：350

c18f）」、「壊法論に近いもの（崩壊法＝Wh　5T：p．352b12f）」、「壊法論宗に安住するもの（安住壊

法論宗：p．351c18）」であるという言葉で非難していた“。ここで壊法宗（あるいは壊法論）

が大乗の空性論（＝空花論、あるいは都無論）であるということは言うまでもない“。ディー

パカーラが世親を「不合理な空性の断崖へと向かう者」、「説一切有部から堕落した大乗

（Vaitulika）」として、彼の『倶舎論』もやはり大乗の入門書として評債する等、世親を大乗

と結び付つけさせたことは、彼が『倶舎論」で大乗を論じたからではなく大乗（＝都無論宗）

と刹那の間隔だけである上座宗（T．29p．631a，〃．1－3）に近づき、彼らと見解を共にするから

であったということである（権五民［2011a，　pp．102－111］）。

　以上のような事実から見るとき、ディーパカーラは認識主体に関する讐喩者の見解を〈識

見〉説として伝えていないだけではなく、経量部の〈感官／対象．／識＝無作用〉学説を讐喩者

の〈和合見〉説と錯しても覚しておらず、改作もしていなかった。また、上座シュリーラータ

による限り讐喩者の〈和合見〉説と経量部の〈感官／対象／識＝無作用〉学説は異なるもので

はない。ただ差異をいうならば、両説はいずれも上座の学説に依拠しない限り不分明ではなる

が、経量部の説がややより発展した形態の具体的内容を持っているという点である。これは上

座一派の学説であることから、ディーパカーラは『順正理論」上の上座説にしたがって讐喩者

（＝経量部）の〈和合見〉説を一貫して祖述し批判している。
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6．結語

　衆賢によって刹那論者として規定される上座シュリーラータは、“眼根・色境に依拠して眼

識が生じる”の経文を経に説くとおりに刹那滅に従う異時因果として理解し、これを和合の意

味として解釈していた。経に説いている通りを経の意味（yatha　rutartha、如説義）として

理解することは、経説の裏面の別途の意向（abhipraya、別意趣、密意）を追及する有部に反

する経量部特有の経典解釈法である。この解釈法に従う限り、前刹那の眼・色（原因）も、後

刹那の眼識（結果）も、それ自体としてはいかなる作用も持っていないことになる。眼識は過

去対象（すなわち所縁縁）を直接知覚できないためである。したがってわれわれは、眼識が対

象の形相（すなわち所縁境）を帯びて生起するとき、すなわち例えば影が処所を異にして連続

的に生起するとき、たとえ運動の作用を持っていないとしても影を運動の主体（動者）として

仮設して「影が動く」と言ったり、対象に対する知覚作用を持っていなくとも知覚の主体（了

者）として仮設して、「対象を知覚する」と言ったりするが、これはただ世俗説（言語的慣例）

に過ぎないのである（註28）。

　すなわち“眼根・色境に依拠して眼識が生じる”という経文にしたがって根見／識見を批判

して「唯法因果、実無作用」（nirvyaparam　hidam　dharma－matrarp　hetu－phala－matram）

を主張する「倶舎論』上の経量部は、まさに上座系統の讐喩者であると言うことができる。さ

らに「顕了の［仏所説］経だけを知識の根拠（量）と見なす」という意味の経量部は、「誰が

説いたにせよ法性に違わないなら仏説」という有部仏説論に反対する者たちの自称であったと

いう事実（註2）もこれに信懸性を与えている。おそらく衆賢は、まさにこのような理由でこ

れを「讐喩部師」という名をつけて引用したのであろう。

　『婆沙論」での警喩者の〈和合見〉説の‘和合’もまた、たとえ「五事論」等で「心・心所

の和合」として伝えたとしても、彼らもやはり心・心所はおのおの所依（根）と所縁（境）を

異にしている言うのでhL‘、上座と同様に心・心所の所縁は所造色の外境（第一刹那）ではな

く、それの形相として互いに類似して起こる（相似転：註30）としなければならない。〈和合

見〉説の‘和合’が有部のように同一刹那の〈相応倶起〉ではなく前後刹那に渡る根・境と識

の因果的関係を意味するということであれば、「和合が［存在するとき］見る」という言葉と

「対象の形相を帯びる識（結果）が生起するとき見る」という言葉は異なる表現ではない。す

なわち、〈和合見〉説と有形相知識論は事実上同一の述語なのである。

　讐喩者の〈和合見〉説は、実質を随伴しない虚構の伝承でもなければ、アビダルマ諸論をさ

まよう謎めいた奇異なる学説でもない。「心と心所は所依・所縁を異にするので、それぞれ別

に生起する」という『大毘婆沙論』の警喩者説に基づく和合見説は、上座シュリーラータ（つ

まり経量部）を経て法称へと一貫して継承されているからである。梶山雄一氏の主張のとおり、

19
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有形相知識論は心・心所の異時継起説の必然的帰結なのである。

　筆者は今後の課題として、経量部に関する問題は一「倶舎論」になぜ阿頼耶識という言葉が

出てこないのか」（R．Kritzer［2003、　p．348コ）というところではなく、「上座シュリーラータ

と楡伽行派はどのような関係であり、両者に関係している世親の思想的変容がどうであったの

か」ということを明らかにしたいと考えている。『順正理論』において「東方（あるいは東：ヒ）」

として称される上座の本拠地が玄装の伝承通り、彼が「経部毘婆沙」を著述した阿輸陀国

（Ayodhya）であるならば（T．51　p．896b，1．18）、そこは無着が慈氏（弥勒）菩薩から『喩伽師

地論』、「大乗荘厳経論』、「中辺分別論」を学び講説した所であり、上座と密接な関係がある世

親が、無着の勧誘にしたがって大乗へと転向した所でもあったのである。

註

＊この論文は「讐喩者の和合見説」、「上座シュリーラータの和合見説」、「和合見説に関連する

　いくつかの仮説批判」の3部から構成される「警喩者の和合見説考」の第3部である。

（1）例えば原田和宗［1993］，「DignagaのHastavalaprakarapa＆Vrtti：和訳とSkt．還元

　　訳の試み」；原田和宗〔1996；1997；1998；1999；2001／2002コ「〈経量部の‘単層の’識

　　の流れ〉という概念への疑問（1）一（5）」；原田和宗［2004；2006］，「経量部をめぐる諸

　　問題（1）（2）」；R．Kritzer［1993］，Vasubandhu　on　samskaraptatyayamvijfianam．；

　　R．Kritzer［2003コ，　Sautr亘ntika　in　the　AbhidharmakoSabha＄ya．；R．　Kritzer［2005］，

1／asuban〔ihu 　αnd　Yog口citγabhuηmi：　yogiΣcZ2γα 　Ele？nents　in　〃le　／1［）hid’iαnnakO5αbhasya．：

　　R．Kritzer［2008コ，　Dar§tantika　and　Sautrantika　in　the　Abhidharmadipa等がある。

（2）『順正理論』巻35「阿毘達磨諸大論師実謂。実謂奇哉壊賢泣愛。如斯備戻越路而行。一

　　類自称経為量者。」（T．29p．540b，　ll．・13－16）

　　これは上座が経部諸師が諦持（amnaya）する経に基づき、無見無対色を色処と触処を除

　　外する八処として解釈しつつ「対法者（Abhidharmika）らも当然これを信学しなければ

　　ならない」と言っているのに対する衆賢の詰難である。あるいは『婆沙論』の警喩者はも

　　ちろん『順正理論』での警喩者も心所無別体説を主張しているが（T．29p．395a，　ll．1－19）、

　　これらはひたすら受・想・思の三つの大地法だけが別体であるという上座シュリーラータ

　　の主張を「或説」として言及している（同p．395a，1．16）。ここから見ると、一山田龍城

　　［1977，pp．430－432コは『婆沙論』の讐喩者を六つの傾向に分けているが一、衆賢／世親時

　　代にもやはり多数の傾向があったということから、そのうち上座系統の一群の讐喩者が

　　経為量の経量部を自称していたということから考えられる。また上座によればここで

　　「経」とは「ブッタが直接説いたもの」（聖教是仏所説：T．29p．489a，1．15）、「分明に現れ

　　て決定的に説いたもの」（顕了定説：p．489a，1．28）として、「法性に違背しなければ仏説」
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　という有部やハリヴァルマンの法性（あるいは別意趣）中心の仏説論とは、明らかに区別

　されるものである（権五民［2009c，　pp．154－160］参照）。「倶舎論』と『順正理論」での

　経量部の正体に対しては権五民［2009al2009b；2010a］を参照されたい。上座系統の一

　群の警喩者が経量部を自称していたなら、世親は彼らと近い者であるだけであり（註

　35）、「経量部＝好称、讐喩者＝度称」であるという従来の仮説は根拠のない主張となるの

　みである。「経量部」という述語はすでに有部仏説論に対する批判の意味が内包されてい

　るので、衆賢やディーパカーラはこの言葉を忌避し、大概それらの経証であるとか経説理

　解を批判するときに言及している。

（3）衆賢はやはり根・境と識のく次第生起〉説を主張する場合、三事の和合も不可能であり

　（T．29p．421a，〃．11－16：註27）、五識は過去（前刹那）の対象を所縁にしなければならず

　（同p374b，〃．13－14）、そのような場合直接知覚は不可能であり（p．374c，1．3）、心・心所

　はそれぞれ所縁を異にするので，ある対象に対する統一的認識が成立することはできない

　と批判するが（p395b．　ll．1－7：以上註32）、上座（あるいは警喩者）において和合（ある

　いは相応、倶生）は異時因果（あるいは無間生）を意味し（註59）、これにしたがってそ

　れらは所縁を所縁縁（生識）と所縁境（帯相）として区別し（p．447b，〃．16－23：註27）、

　根（所依）と境（所縁）は受一想等が起きるときにも能生の功用として相似展転すると主

　張した（p．386b，〃。24－25；p．341c，U．10－12：註30）。

（4）福原亮厳［1961、pp．59－60］は、『成実論』は大乗論（すなわち『百論」）を受容して，

　滅諦として三心の滅を説いたという点で讐喩師や経量部のものだと考えるのは難しいと言

　う反面、福田琢［2000，p．559］はハリヴァルマンを、中観派の空思想を阿毘達磨の声聞道

　に採用して、漸次に三心の滅を実現することで独自な讐喩者の修行を創出しようとした者

　であると理解した。諸論では「共に言うことができる者（可与言）」として処／非処・智

　論・分別・道跡に安住する者を列挙するが、このうち「分別」は『大毘婆沙論』（T．27p．

　75a，　t．7－p．75b，　L18）によれば世俗と勝義を如実に知ること（正説）、あるいは了義経と

　不了義経、仮説の言論、偽り（証誰）と真実などをよく知ることであるが、「成実論」に

　おいてはこれを‘讐喩（Dr§垣nta）’として解説しており（不住分別中者、不住讐喩中：

　T．32p．249c，　t．27）、『アビダルマディーパ」では「分別されるものがdrStanta（讐喩，世

　間現喩）されたもの、これが警喩者の意味」（yah　parikalpite　dr＄tante　dar§tantikarthe：

　ADI・：p．251，1．3）であることを明らかにしている。これを見るときハリヴァルマンもやは

　り一種の讐喩者であろう。しかし上座が「過未無体現在実有」を主張するのに反して、

　ハリヴァルマンは“現在法の実有も世諦に基づくものであるだけで、第一義諦によること

　ではない”（T．32　p．255a、　ll．12－15）としており、上座が「八心現観」（T．29　p．684a，1．25－p．

　684b，　t．　24）の漸現観（p．680c，1．9f）を主張するのに反してハリヴァルマンは滅諦の頓現
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　観を主張する（T．32　p．257b，　IL21－25）。したがってハリヴァルマンは上座とは系統を異に

　する警喩者であったということである。

（5）原田和宗［1997，p．43］を参照。

（6）原田和宗［2001／2002，pp．19－20，註2］を参照。

（7）しかし加藤純章［1989，p．219］が主張するところは「世親（＝経量部）は有部の〈心・

　心所同時倶起〉説（あるいは相応説）を支持していた（あるいは次第生起説に賛同しなかっ

　た）」ということであり、根・境と識の時間的前後関係の場合，世親の立場は明らかでは

　ないが、有部と同様に（シュリーラータとは違い）同時に生起すると考えていたと推測し

　た。

（8）讐喩者の〈食・瞑・邪見一意業〉説は、『倶舎論』に二度引用されているが（T．29p．84

　b，IL　3－6；p．88c、〃．12－15，　AKBh，　p．237，　ll．17－19；p．248，〃．10－12）、普光と称友は、それぞ

　れ「経部讐喩者」（T．41p．252b，1．　19）、　Dfir＄tantika－Sautrantika－viきe頭ity　arthaり

　（AKVy．　p．400，　t．17）として注釈されるだけではなく、衆賢も、ディーパカーラも「万一

　そうであるというなら、業と煩悩は同一のものとなってしまう」という有部の詰難に対し

　て、「すでに［経で］ある煩悩はまさに意業であると認定しているのに，ここに何の過失

　があるというのか？」という解明を世親（経主：KoSakara）の擁護の言葉として引用し

　（T．29　p．574b，　1．29；Al）V．　p．149，　t．1）、称友もこのような讐喩者の説（AKBh．　p．248，〃，10－

　12）を世親自身の見解によって認定するものであると解釈した（AKVy．，p．411，　ll．4－5）。

　しかし加藤純章［1989；pp．83－84コは、〈貧等＝意業〉説は、〈諸心所＝思の差別〉である

　という上座シュリーラータの主張と密接に関連しており、これはまた彼の〈心・心所次第

　生起〉説の重要な根拠とはなるが、世親は有部の〈相応倶起〉説を支持しているので〈貧

　等＝意業〉説を蔑称である讐喩者説として伝えことになったとし、衆賢と称友はおそらく

　師（上座シュリーラータ）にしたがって弟子である世親もこれに賛同するであろうと考え、

　そのような引用解説をしたのだと推測した。しかし上座は世親の師ではないだけであり

　（福田琢［1989，p．48fコ；加藤純章［1997，p．59］）彼の論証は、言ってみれば循環論証の

　誤謬を犯すものである。

（9）加藤純章［1989、　p．83；p．219］を参照されたい。

（10）加藤純章［1989，pp．23－24］は、これに対し「世親が識見説の立場で根見説を論駁して、

　有部の識見家批判（「識は無対であるにも関わらず隠蔽された色を見ることができない」）

　に対して「伝説（kila）」という言葉で不信を表し（T29　p．10c，　t．7；p．10c，1．　25；p．365a，1．

　11）普光（T41，50b23f）と称友（AKVy．p．80，　L29）が、識見説を世親の名のもとに示し

　たとしても、それは有部説の誤謬を示すために過ぎず、世親の真意は経量部説にあったと

　考えるほうが適当である」と言及しているが、これに対する彼の論拠もやはり経量部説が
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　根見・識見の論争のあとに紹介されているという事実だけである。

（11）これに対してChanghwan　Park［2007，　p．4：footnote14］は、ここで世親が①AKBh．

　1－42の根見説、②II－36の得、③II－40の同分、④II－44の二つの無心定、⑤II－45，46の有為四

　上、⑥II－51の倶有因、⑦IV－2の形色、⑧V－26の三世実有に明白に反対していたことも，

　すべて有部の学説に結論付けていることを明らかにしている。すなわち彼は世親がこのよ

　うな論説形式を通し、仲裁者としての均衡感覚を忘れることなく、触・受倶起の場合もや

　はりそうであると言った（p．4．註14参照）。参考にR．Kritzer［1999，　p．117コもやはり加

　藤純章と同様に有部学説として論難を締めくくる場合、世親がこれに同意していることか

　ら看倣して、Collett　Cox［1988，　p．38fコもやはり知覚の発生過程に関する限り『倶舎論』

　での経量部説は警喩者の〈和合見〉説をより精巧に詳論しており、たとえ明白に警喩者に

　帰属していないとしても「破我品」での世親の知覚過程のモデル（すなわち有形相知識論）

　もやはり単一の要素の個別的作用を否定したという点から、先の二つの説と軌を一にして

　いると言いつつも知覚の構成要素（根・境・識）の時間的関係に対しては“衆賢と世親は

　警喩者一経量部の祖師であるシュリーラータ　（D員r＄Lantika－Sautrantika　master

　Srilata）の継時的知覚モデルに批判的であった”とした（p．41）。しかし彼はこれに対す

　る衆賢の批判（継時因果に和合は不可能）だけを言及するだけで、「世親の批判」に対し

　ては決して言及しなかった。

（12）権五民［2009b，　pp．36－37］を参照。

（13）しかし衆賢は有為四相の倶生に関する世親の論難を批判しながら、世親もやはり識と名

　色の互為縁を否定したということを暗示している。（註22；23参照）

（14）「倶舎論』に言及している同時因果の疑問（A　KBh、　p．84，ム18f；T．29　p．30c，　L　28－　p．31a、

　L2）は、『順正理論』において衆賢自身の問題提起として論説されるだけである。

　　「また種などや芽などの場合のように世間極成の因果相生中ではこのような同時因果が発

　見されていない。それゆえにどうすれば同時に生じるあらゆる法聚中の因果の義が有り得

　るのか、これから当然、論説してみなければならない」（T．29p．418c，〃．26－28）

　以下、同時因果に反対する上座と讐喩者を相対にして対論する。

（15）世親は、縁起（pratitya－samutpada）の語義を「［ある法がコ縁に至って（prapya）

　生起するということ（samudbhava）」として解釈し、「そのような場合‘ある人が沐浴し

　て食事する’という場合のように一人の作者が二つの作用を持つことになる」という声論

　師の詰難に対して「ここで縁に至る’という言葉は生起しようとする状態（起位）、す

　なわち未来世の諸行が今にも起ころうとしているという意味」（T．29p．50b，　L14－p．50c，ム

　2）という解釈をしているが、加藤純章［1989，pp．220－221］は「これは‘眼識は眼と色に

　到達する、まさにその瞬間に生起する’、言い換えれば‘眼・色と識が同時に生起する’
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　と考える余地を残しているということだ」とした。このように考えなければ、根・境・識

　の同時生起や識・触・受の同時存在（すなわち心・心所相応倶起説）を支持する事実を説

　明できないからということである。しかし衆賢は今にも起ころうとしている状態（正起位）

　は未来法として、世親は未来法を実有として認定しないので声論師の詰難に対して充分に

　解明できないと批判した（『順正理論」巻25T．29　p．481b，1．29　一　p481c，1，4）。

（16）「倶舎論』巻4「伝説如是所列十法諸心刹那和合遍有。」（T．29p．19a、1．16）；ime　kila

　da§a－dharm巨h　sarvatra　cittakSa阜e　samagr哀bhavanti．（AKBh．　p．54，1．19）

　普光はこれに対し「論主の意は経部と近く十大地法がすべて別体として存在するという事

　実を信じないので伝説であるといったということ」（『倶舎論記』T．41p．74a，〃．14－16）と

　いう評釈をして、称友もやはり「ここで‘伝説’という言葉は、他の宗の見解（para－

　mata）を現す言葉として［世親（acarya）のコ自宗は欲などは一切の心［と同一刹那］

　中に生じないということであり、規範師（acarya）の『五蕊論（Pαncaskandhaha）』の

　中に（このように）書いてあるからである」（AKVy．　p．127，　t．20）と評釈した。衆賢は

　『順正理論』巻10の該当箇所（T．29　p．384a，1．29）でこの文章を削除した。

（17）『順正理論』巻11「経主此中誤取彼情，横申過難，謂設難言……」（T．29p．393b，〃．23－

　24）

（18）『順正理論」巻11「由斯類釈，経主所難，謂　‘有警覚無警覚性，作意与捨，応互相違’

　如是善成」（T．29p．392b，〃．12－14）

（19）「順正理論』巻77「此中経主自与問答：何名一境性？謂専一所縁」（T．29　p．756b，1．25）、

（20）『順正理論」巻77「此難不然，前巳説故．謂先広弁心所法中，已弁等持離心別有．謂若

　心体即三摩地，令心作等亦応無別，差別因縁不可得故．如是等難具顕如前」（T．29p．756c，

　ll．5－9）

（21）『順正理論」巻11「又三摩地体即心者，想等亦応無別有性．即心能取名相施設，応説為

　想．即心領納違等所縁応説為受．即心造作善悪等業，応説為思．是則唯心，応無三［心］

　所」（T．29　p391a，　tl．4－7）

　三摩地自体がまさに心であるというならば、想等［の心所］はやはり当然個別的な存在で

　はないとしなければならない。すなわち心が言語的概念（名相）をよく取り建立すること

　を「想」といわねばならないのである。そして心が違（すなわち苦）などの所縁を領納す

　ることを「受」と言わねばならないということであり、心が善悪などの業を造作すること

　を「思」と言わねばならないが、そのような場合、ひたすら心だけが存在するだけで三つ

　の心所も存在しないのだと言わねばならない。

（22）『順正理論』巻14「又自称為釈迦弟子。必応亦許有倶生因。由契経言，識与名色更互為

　縁而得住故」（T．29　p．409a，1．22f）
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（23）衆賢は『順正理論」「弁縁起品」（T．29p．503b，1．21）において“『城喩経』と『大縁起

　経』で説かれる「識と名色の互為縁」は前後に基づくものであるのか、倶生に基づくもの

　であるのか”と問い、諸説を登場させ対論しているが、前後関係という主張は聖教外の主

　張であり仏法宗ではないと規定（p．503ctll．9－10）したのち、このような心・心所の前後

　生論を主張する上座の弟子遷摩（p．504a，〃．10－13）と上座（p．504b，　ll．15－20）の解釈を引

　用し批判した。ここで世親は言及していない。しかし有為四相倶生論（前註）でこれに関

　連する世親の考えを批判した。

（24）原田和宗［2001／2002，p．20，註2］を参照。

（25）宮下晴輝［1986．pp．16－29］，原田和宗［1997，　pp．33－43］を参照。

（26）宮下晴輝〔1986、p．37，註60］，は、「摂決択分」での根見／識見論争に対する論評末尾

　で付加された“見る（lta　ba）等々のみに対して見［者？コ（mtho血ba［po？］）等とし

　て喩表することが勝義である　（lta　ba　la　sogs　pa　tsam　la　mthofi　ba　la　sogs　pa　fie　bar

　gdags　pa　gan　yin　pa　de　ni　don　dam　pa　yin　no）：真実義は見等に対する見者等を説いた

　ものである（此中実義唯於見等説見者等）”という一文がよく理解されていないとした。

　これに対して原田和宗［1997，p．42，註26］は、このように述べている。「Tib．訳の通り

　にSkt．再訳をすれば，　darganadi－matre　yo　dra§trtvadyupacarah　sa　paramarthikah

　となろうが、宮下氏も疑問を呈されたように（宮下［1986］，p．37，註60），「楡伽論」当

　該節のこれまでの文脈とは合致せず，甚だしく不合理である。このままではupacara（仮

　立）とparamarthika（勝義／実義）が等式に結ばれてしまうからである」したがって原

　田氏は漢訳の冒頭部にある「此中」に注目して，yatra　darSanadi－matre……という構文

　を想定して、「およそ［瞬間的で無作用な］〈唯だ見る作具など［の諸感官コのみ〉のもの

　（X）に対して「見る者である」などの讐喩表現をなすならば，そんな（X）が最高の意

　味次元のもの（実義）である」と翻訳した。原田は「此中」をただ「刹那滅であり無作用

　である眼根」として理解していたが「眼［根］などは見の優れた条件であるので見者とし

　て設定した」ということが直前に説く世俗道理であった。勝義道理で見たとき「眼根は見

　るものではない」というのは、無作用であるためである。無作用であるのは刹那滅である

　ためであり（「楡伽論』T．30p．364b，〃．16－21）、上座による限り根・境と識は刹那を異に

　する因果関係であるためである。（後述）漢訳での「此中」というのは、文脈上世俗道理

　のことである。すなわち「眼根（原因）が眼識（結果、見）の最も優れた条件であるので一

　なぜならば眼根が存在すれば［眼］識が生起するが、［眼コ識の流れが存在する場合、眼

　根は観察されないためである一見者として設定するもの」ではあるが、このような世俗道

　理の真実義は、ひたすら見（結果）に対して見者（原因）を仮設していたという事実であ

　る。
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（27）『順正理論』巻19「警喩者宗。理必応爾。如意観法。五識亦然。謂所縁縁。非所縁境。

　若所縁境。非所縁縁。所以者何。彼説色等。若能為縁。生眼等識。如是色等。必前生故。

　若色有時眼識未有。識既未有。誰復能縁。眼識有時色巳非有。色既非有。誰作所縁。眼識

　不応縁非有境。以説五識縁現在故。」（T．29p．447b，〃．16－23）；同論巻15「若眼識生。眼色

　巳滅。眼識爾時。与誰和合。」（T29p．421a11－12）（根／境・識の異時継起説に対する衆賢

　の批判）

　d亘r§垣ntikasya　hi　sarvam　apratyakSam．　paficanam　vijfiana－k巨yan員m　atita－vi§ayatv亘d

　yad亘khalu　cak§urupe　vidyete　tadfi　vijfianam　asat．　yada　vijfi亘nam　sat，　cak＄urupe

　tadasati，　Vijfi亘na－k＄ana－sthitya　bhave　svarthopalabdhy　anupapatteS　ca，（Al）ザ．　p．47，1、

　13－p．48．1．2）：梶山雄一［1983，pp．15－16］を参照のこと。

（28）『順正理論」巻3「有鯨師説。誰於法性仮説作者。為遮離識有了者計。何処復見唯於法

　性仮説作者。現見説影為動者故。此於異処無間生時。難無動作而説動者。識亦如是。於異

　境界相続生時。錐無動作而説了者。謂能了境故亦無失。」（T．29p．342a，　ll．　22－27）

　衆賢はここでは説者を無記名（‘有鹸師’）として処理しているが「これに対しては］「弁

　縁起品」で再び説明されることである（思縁起中、当更顕示：p．342b，1．　1）」と言って、

　「弁縁起品」ではまた「先だって識顧の自性に対して思択しながら有鹸師が‘了別者’を

　一時仮設していたということに対して、すでに叙述していたが、いまここで上座の主張を

　批判するために彼が提示した主張を取り上げて、ふたたび考えてみなければならないと言っ

　て上座の説を引用する。「彼上座言。契経中説。識是了者。此非勝義。是世俗説。若是了

　者是識。亦応説為非識。謂若能了説名為識。不能了時応成非識。不応非識可立識名。」（T．

　29p．484b，　IL　21－24）したがって、ここで有餓師は上座であるということが分かる。

（29）『楡伽論」「本地分中思所成地」では、勝義伽他第27－31頒に対して論説しつつv．27ab

　（因道不断故。和合作用転：T30　p．363c，1．1）について「たとえ自我が存在しないとして

　も後有は決して断絶されることなく相続し、あらゆる因果は頓の同時存在ではないという

　ことを表しているということ」と解説している。（『喩伽論」巻16「如是由勝義故無有宰主

　作者受者。唯有因果。於因果相釈通疑難。略由五頒顕示於此起我顛倒。初頒顕示難無有我

　而有後有無有断絶。又諸因果非頓倶有。」T．30p．365a，　ll．19－24；cf．　Wayman［1961，　p．

　194］）

　参考として「摂決択分」では眼（原因）と眼識（結果）は、種子と芽の関係のような正生

　因（utpatti－hetu）としてではなく、灯火と光の関係のような建立因（vyavasthA－hetu）

　として同時（倶有）因果であると言い（T．30p．610c，1．28－p．611a，1．5）、これにしたがっ

　て原田和宗［1997，p．59］は〈感官／対象／識＝無作用〉学説と〈同時因果〉説の二つの

　学説がすでに『喩伽論』「摂決択分」で両立可能なこととして採用されているので、世親
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　は‘経量部　という名で〈感官／対象／識＝無作用〉学説を唱導しつつも有部の〈同時因

　果〉説を賛同するのに何のためらいもなかったとした。しかし喩伽行派の〈同時因果〉説

　は、眼根は眼識と同時に存在する所依（倶有依）、色はただ［外界の］色と類似して現れ

　るもの（T．30　p．279a，　L26；p．279b，1．18）であるので、有部のそれとは性格が異なる。陳

　那（Dignaga）は、彼の『観所縁縁論』（T．31　p．889a　L2；p．888c，1．　19f）で眼根は所造色

　ではなく色などの境界対象を生み出す根本識上の功能であり、眼識は色の形相を帯びてそ

　こから生起するものであるので根・境と識は同時因果であると言っているが、心・心所の

　次第生起を主張する警喩者と上座もやはり所依（根）と所縁（境）は、外界の所造色では

　なくただ功能と形相として互いに類似して展転相続するとしなければならない。（註30；

　60参照）

（30）「順正理論」巻10「先有根境識三因果性故。受方得起。是故根境。於受起時。亦有展転

　能生功用。」（T．29p．386b，　ll．　24－25）

　同論巻2「又如汝等頻言。想識時依行縁相似転故。難不能示二相差別。而汝等宗。許其体

　異思作意等。応亦如是。」（T．29p．341c，〃．10－12）

　　「あなた（上座）たちが‘想と識は時・所依・行相・所縁が互いに類似して起こるので二

　つの法相の差別を現すことはできない’と頻繁に言っているとしても、あなたたちの宗

　（すなわち上座宗）ではそのような法自体の差異は認定しているから、思と作意などの場

　合もやはりその通りだとしなければならない。」

（31）衆賢は「浬藥は実有ではないので，まさに無生である」（T．29　p．434a，　t．17）という上座

　の言葉に対し「そのような場合すべての仮法もまた無牛であると言わねばならず，あなた

　の宗義である　‘刹那の実法’さえそれの生と滅を否定しなければならないが、これは‘ま

　た別の形態の空花［論］（＊SUnya－pu§pa－viSesa）’である」と批判した。

　　『順正理論』巻17「又説。浬繋非実有故。即無生者。理亦不然。唯有立宗。無証因故。……

　（中略）……又応仮法亦即無生。若爾汝宗刹那実法。不許生故。相続是仮。亦無生故。是

　則汝曹。生之与滅。都非実有。何期汝等嘗厭空花。而今乃成空花差別。」（T．29p．434a，　ll．

　17－24）

（32）世親は『唯識二十論」で「外界対象は直接知覚（現量覚、pratyak§a－pramana）とな

　る」という外境論者の詰難に対して「知覚が存在するとき現在対象はすでに消滅した」

　（T．31p．76b，　ll．　24－・25）という刹那論者の見解を引用して直接知覚によって外世対象を論

　証することができないと論説しているが、ここでの‘刹那論者’は窺基によれば薩婆多等

　（大衆部）と言っているが（T．43　p．1000a，　1．24）、調伏天（Vinitadeva：山口益［1954，　pp．

　101］を参照）によれば経量部のことである。しかし『順正理論』「有執五識境唯過去。……

　（中略）……又若五識唯縁過去。如何於彼有現量覚。」（T．29p．374b，1．12－p．374c，　L3）で
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　あるとか『アビダルマディーパ』（註27）によれば明白に上座（あるいは讐喩者）の学説

　である。『順正理論」での「五識の対象はひたすら過去」であると主張する‘ある者’は

　讐喩者である。すなわち『順正理論」巻11（T．29p．395b，　ll．6－8）では心所の無別体を主

　張する讐喩者に対して「万一眼識が色を了別した後に，はじめて想が起きるということで

　あるなら、前の刹那の色はすでに滅しているのに、どうしてその相を今受け取ることがで

　きるということであるのか？「弁本事品」において‘眼識は過去の対象を肇縁する’とい

　う［あなたがたの］主張に対してすでに批判した（若於［眼識了色］後時，想方起者，前

　色巳滅，云何今時有相可取？弁本事品已遮、‘眼識縁過去境’）と論難したからである。あ

　るいは同論巻19においても「彼説色等。若能為縁。生眼等識。如是色等。必前生故。」（T．

　29p．447b，〃．19－20）という警喩師の説が言及されている。

（33）衆賢は世親が先代軌範師（pUrvacarya）の解釈（すなわち施与を縁とする思薫習の相

　続転変差別説）を引用して無表業第三証‘福業増長’を批判したのに対し「これは上座が

　主張した旧随界と同じような理論へと、まるで俳優が（侶伎人）が衣装（服飾）を着替え

　るように言詞だけを異にしただけである」（T．29p．541c、　IL26－28）と言い、「あなたたち

　（世親と先代軌範師）は、経部宗と親しく、自身の価値がない主張（執塵）を讃嘆して、

　聖教を汚している」（T．29　p．542b，〃．26－28）と非難した。また、あるいは反対に上座が説

　く随界（「然上座言。因縁性者。謂旧随界。即諸有情。相続展転。能為因性。」（T．29　p．440

　b，ll．　3－4）、「是種種法。所薫成界。以為其相。此亦難知。……（中略）……此旧随界。体

　不可説。但可説言。是業煩悩所薫六処。感鯨生果。」（T．29p．440b，　ll．15－21））は世親が主

　張する種子の名称上の差別であるだけであるとしている（T．29　p．440b．〃．8－10）。

（34）「順正理論」巻50「経主於中朋附上座。所立宗趣作是詰言。過去未来若倶是有。如何可

　説是去来性。」（T．29　p．625b，　IL　2－4）

　世親のこの言葉は『倶舎論」上で直接的には確認できない。ただしその内容を「随眠品」

　（v．27a）解説（T．29　p．10a，　ll．9－12：若法自体恒有云何得説為去来今．；AKBh．　p．298）に

　見出すことができる。

（35）権五民［2010b，　pp．230－239］；［2011a，　pp．83－87］を参照のこと。

（36）宮下晴輝［1986，p．29］の訳文を引用した。

　　『順正理論」巻7「謂有為法難等縁生。而不失於自定相用。故世尊説。法従縁生。亦説地

　等有別相用。如地界等。難従縁生。而有如前堅等自相。亦有持等決定作業。如是眼色。及

　眼識等。難従縁生。而必応有種種差別決定相用。由此差別決定相用。眼唯名眼。非色非識。

　色唯名色。非識非眼。識唯名識。非眼非色。」（T．29p．367c，　ll．　3－10）

（37）『順正理論』巻4「此中上座作如是言。五識依縁倶非実有。極微一一不成所依所縁事故。

　衆微和合。方成所依所縁事故。」（T．29p．350c，〃．5－7）
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　同論巻4「彼謂五識若縁実境。不応聖智観彼所縁。皆是虚偽妄失之法。」（T．29p．350c，　ll．

　11－13）

　同論巻26「謂上座言。五根所発識。唯縁世俗。有無分別故。猶如明鏡照衆色像。即由此理。

　識不任依。如仏世尊言。依智不依識。意識通縁世俗勝義。故体兼有依及非依。」（T．29p．

　　486c，　ll．21－25）

　を参照。上座は、所造触は大種の差別（すなわち仮有）であると主張しているが、その論

　拠が相依相待性である。しかしながら堅固性など四大種の相依相待性を認めていない。

　　『順正理論」巻4「彼上座言。……（中略）……又輕重性相待成故。非実有体。謂即一物

　待此名輕。待彼名重。非堅性等相待而成。」（T．29p．353b，〃．15－18）

　衆賢の反言（註36）はおそらくこれに従うものとして推察できる。すなわち「［上座宗に

　おいても］四大種は縁生ではあるが、それぞれ個別的である相用を持っていると主張した

　ように根・境・識の場合もやはりそのようであるとしなければならない」という意味であ

　る。

（38）宮下晴輝［1986、p．30］；『順正理論』巻52「以体難同而性類別。足能成立作用非恒。」（T

　　29，p．632a、　U．7－8）。

（39）『倶舎論」巻20「又若縁声先非有者。此能縁識為何所縁。若謂即縁彼声為境求声無者応

　更発声。若謂声無住未来位。未来実有如何謂無。若謂去来無現世者。此亦非理。其体一故。

　若有少分体差別者。本無今有其理自成。故識通縁有非有境。」（T．29p．105c，　ll．　23－29；

　AKBh．　p．300）

　　『順正理論」において理証1工は巻51（T．29p．628b、1．　28－p．628　c，1．2）で論説されるが、

　これに対して世親との争論は先（巻50、T．29　p．624b，　IL4－9）にすでに論説したので、該当

　箇所では上座の非有を対象にする知識の確実性’に対して批判している。

（40）『順正理論」巻14「汝宗諸行本無今有。有性如生待有方立。対法者説。諸法有性一切時

　有。不待因縁。」（T．29p．412c，　L15）

（41）「大毘婆沙論』巻13　応知。此中眼見色者。遮法救等三種異執。二眼見者。遮積子部一

　眼見色。」（T．27p．62a，1．28）

（42）「大毘婆沙論」巻13「当言一眼見色。二眼見色耶。答応言二眼見色。問云何二眼相去甚

　遠。一識依之令倶見色。答倶是眼識所依根故。……（中略）……如是一識依多眼生。」（T．

　　27p．62a，　ll．22－27）

　　「大毘婆沙論』ではこの直前に眼識と所依の関係に対する、ある者の異義疑心を四つの形

　式に伝えているが損子部と上座は以下のうちの2に従うものである。丁二つの眼識がそれ

　ぞれ一つの眼（一眼）に依拠して同時に生じる。・2一番目の眼識が先に一つの眼に依拠し

　て生じると、また二番目の眼に依拠して展転する。③一つの眼識が二つの眼においてそれ
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　それ半々に生じるものである。④一つの眼識が、横たわる一つの物体のように二つの眼い

　ずれもと通じている。ここでは①二心倶転の過失があり、②一法が二刹那の間留まるとい

　う過失があり、③一法の体が二分されるという過失があり、④一つの識に二つの所依（二

　眼とその間の身根）が存在し、一つの識が眼識にもなり身識にもなってしまうという過失

　がある。（T．27p．62a，〃．4－16）参考に『倶舎論』では「一眼見であるのか、二眼見である

　のかという問題は、決定（niyama）されていないが「仮に二眼で色を見れば明らかであ

　るので［二眼見である］」（或二眼倶時見色分明故：T．29p．11b；ubhAbhyam　api　cakS＝

　urbhyam　paSyati　vyakta－darSanAt：1－43ab，　AKBh．　p．31，1．18）と論説している。

（43）「順正理論』巻7「由此亦遮上座所説。彼作是言二眼於境前後起用。見則分明。或復一

　眼有閉壊時。一眼難開。無相替代。彼所生識唯依一門速疾転故。見不明了。」（T．29p．368

　b，ll．22－25）

（44）「順正理論』巻7「又彼上座論宗所許。全身没在冷媛水中。身根極微。遍能生識。以中

　或表身根損時。難生身識。而不明了。故知身識明了生時。定由所依寛広。遍発幾許多百輸

　繕那身境。遍現前上下倶時同生一識。何縁二眼相去不遙。倶境現前。不許同時共生一識。」

　（T．29p．368c，　ll．　121－127）

　　『倶舎論』で〈身根遍発識〉説の否定は伝説として説かれているが（「伝説，身根設遍発

　識。身応散壊」T．29p．12a，1．26）、「身応散壊」という対法者の論議に対する批判が「順正

　理論」において上座説として引用されている（「彼上座言此応徴難。彼所受身不散壊者。

　為由身識不遍発故。為由宿業カ所持故。又彼身形所有損害。為由身識。為由火焼。又彼身

　中。猛火遍逼。何縁身識不遍発耶。又発識処身応散壊。」T．29p．368c，　ll．　21－26）。

（45）『楡伽師地論』巻56「問眼耳与鼻諸識生時。為依二分。当言一耶。当言二耶。答当言唯

　一。何以故。若彼一分無障不壊。識明了生。若彼有障或復失壊。識不明了生故。又識非色

　故。無有如色由方所別成二分義。」（T．30p．610c，〃．22－27）

（46）原田和宗［1997，pp．27－32］は、②の眼等の〈和合見〉説の後半はディーパカーラが

　　“眼と色に依拠して眼識が生起する”というpopularな経文をなぞるかのように「諸因

　縁の総体に依存して、〈唯だ作用のみ〉としての識が生起する」という表現に改定したも

　のであり、③はシュリーラータの主張として見なし、④は当初、‘実質を随伴しない虚構

　の伝承’である警喩者の〈和合見〉説を経量部説と無理やりに結びつけるために“眼と色

　に依拠して［眼識が生起するときコ”という原本の言葉を“和合が存在するとき”と改鼠

　したものであるとした。R．　Kritzer［2008，　pp．117－120］は①は讐喩者の宗義である識見

　説の批判であり、②は世親の経量部の思惟を批判するために和合見説の‘和合’を眼など

　（すなわち根・境・識）の和合（あるいは因縁の和合）と見なすディーパカーラの（誤っ

　た）理解、③は倶有因を否定する讐喩者の主張（pp．120－122）、④はディーパカーラの主



嘗喩者の和合見説に関連するいくつかの仮説批判罐）

　張どおりに世親の見解であるとした。

（47）　atha　vijfianam　paSyati　atha　na　pa§yati．　yadi　paSyati　daSa－dharrn哀drSti－svabh亘va

　　bhavanti．　atha　na　pa§yati　darStantika－pakSas　tarhy　ujjhito　bhavanti．（ADV．　p．31，ll．1－

　3）

（48）R．Kritzer［2008，　p．117，　footnote8］は、「十法が具体的に何であるかは不明．有部系

　アビダルマ論書にも説明がない」という三友健容氏の個人的コメント［2007，p．297，註

　206］を註記して、ただ九法とならなければならないと推測している。彼は九法に対して

　は説明していないが、見・非見分別に関する総頒（v．42ab：AI）V．　p．29，1．5）において説

　く‘眼根と法界の一部（すなわち八慧）’であるのだが、そのような場合“識が見るもの

　であれば、眼根と八慧も見を自性とするものとならねばならない”という、おかしな言葉

　になってしまう。有部系の阿毘達磨論書において‘十法（daSa－dharmab）’はト大地法

　である。（註16）

（49）「大毘婆沙論」巻13「若眼識見色者。識応有見相。然識無見相。故不応理。」（T．27p．61c，

　／．13）

　　『五事毘婆沙論」巻上「若眼識見。諸識但以了別為相。非見為相。登能見色。」（T．28p．

　　991b，口23）

　　「雑阿毘曇心論」巻1「若言眼識見者。識相非見相。無眼者亦応見。」（T．28p．876b，1．　15）

　　「雑阿毘曇心論」巻1「若眼識見者誰復識耶。」（T．28p．876b、1．28）

（50）　atha　cak§ur－vijfianamp　pa§yati　kas　tarhi　vij員n百ti？　（ADV．　p．31t　I．9）

（51）R．Kritzer［2008］が言うとおり、警喩者が〈識見〉説を主張したのならばディーパカー

　ラはなぜ『大毘婆沙論』上において法救の学説である〈識見〉説を認識主体（見者）に関

　する論議の導入門と見なしたのだろうか？彼は法救と讐喩者を区分することができなかっ

　たのだろうか？あるいは原田和宗［1997，p．32］が言及したように『婆沙論』での讐喩者

　の〈和合見〉説が‘実質をもたない虚構の伝承’であることを看破していたからであろう

　か？

（52）『順正理論』巻4「又彼師徒串習世典。引衆盲喩。証已義宗。伝説如盲一一各住。無見

　色用。衆盲和集。見用亦無。如是極微一一各住。無依縁用。衆多和集。此用亦無。故処是

　仮。唯界是実。」（T．29　p．350c，〃．14－17）。

（53）「順正理論」巻10「然彼所言。眼等相望互為因果和合名触。」（T．29p．384c，Ll）

　同論「既許三法互為因果名為和合。」（p．384c，1．8）

　これに対して衆賢は次のように問題を提起した。

　かれ（上座）の宗においては倶起を認定しないので、互いに対して原因と結果となること

　ができない。なぜなら①［一つ（眼・色）が］存在するとき［他の一つ（眼識）は］存在
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　しないために（註27参照）、②［三事はコ相続が異なるために、③同一の結果（すなわち

　触）［を生み出すもの］ではないためである。

（54）hetu－pratyaya－sEmagrim　pratitya－kriyfi－matram　vijfianam　utpadyataiti　cet．　na．

　jani－kartr－bhave　janma－kriy2－svatantryanupapatteh，　na§yadivat．（ADV．　p．31，　ll．　17－

　18）

（55）「無作用（nirvy5para）’であるということは、運動しない（niriha）という言葉で、こ

　れにしたがって作者とは別途の存在である作用　（kartur－arthantara－bhUtalp　va

　kriyam）を否定するものであり、‘ひたすら法であるのみ（dharma－mAtra）’であると

　いうことは，独立した作者（kartr）を否定するものであり、‘ひたすら因果であるのみ

　（hetu－phalamatra）’であるということは作者が存在しないとしても因果は生じなければ

　ならないもの（kArya、果、所作）を生じさせる（kAraロa、作因、能作）相互作用的関

　係を備えているということを表している」（AKVy．　p．82，　ll．27－31）

（56）「彼論渉壊法宗。故有智人不応欣慕。」（『順正理論』T．29　p．350c，　ll．18－19）

　cf．　vibhaSayadivyanti　caranti　va　VaibhaSikab．毘婆沙で戯れ，従事するものが毘婆沙

　師である（AKVg．　p。12，1．7；p．694，1．4）

（57）ここで‘崩壊法論’は、‘壊法論’と関連する記事だけではなく、ほかの場合（朋上座、

　朋経部宗等）に照らして見るとき‘朋壊法論（壊法論と近づく者）’の誤写であろう。

（58）衆賢は『順正理論』において「壊法宗（壊法論、壊法論宗）」という言葉を都合八回言

　及しているが（権五民［2011，pp．88－97コ）、そのうちの三回は‘有色処　仮有論’を批判

　しながらの言及である。

（59）『順正理論」において大乗の蔑称として使用される（邪見の増上による）‘都無論宗’や

　　‘壊法論宗’は『アビダルマディーパ」で邪論的性格にしたがってL切の非存在

　（sarvam　nastiti：ADV．　p．258，1．・1）’を主張するVaitulikaやこれにしたがって‘有為諸

　法の因果関係，乃至浬薬を破壊絶滅させるもの’という意味のVainasika（絶滅者）に対

　応する（権五民［2011a，　p．101コを参照）。

（60）「大毘婆沙論』巻16「謂或有執心心所法。前後而生非一時起。如讐喩者。彼作是説。心

　心所法依諸因縁前後而生。讐如商侶渉瞼陰路。一一而度。無二並行。心心所法亦復如是。

　衆経（宋元明本は‘縁）和合一一而生。所待衆縁各有異故。」（T．27p．79c，　ll．7－12）
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